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１ 計画策定の意義 

  快適でうるおいのある生活環境の創造のためには，大量生産，大量消費，大量廃棄に

支えられたライフスタイルを見直し，循環型社会を形成していく必要性がある。そのた

めには，社会を構成する市民，事業者，行政がそれぞれの立場でその役割を認識し，履

行していくことが重要である。 

  具体的には，一般廃棄物の最終的な処理責任は市町村にあるものの，ごみは市民生活

や事業活動に密着するものであることから，生産，流通，消費，廃棄など各段階におい

て，環境や資源に配慮して，ごみの発生を抑制し，再資源化を推進する環境負荷の少な

い社会の仕組みをつくっていくことである。 

  本市においては，平成２２年４月から，プラスチック製容器包装，白色トレイ，紙パ

ックを加えた「５種１３分別」を実施し，市民の分別収集に対する意識醸成を図り，さ

らなるごみの減量化・資源化に取り組んできた。このような中，国においては，「プラ

スチック資源循環戦略」が策定され，令和４年４月に「プラスチックに係る資源循環の

促進等に関する法律」が施行されたところであり，国際的な海洋プラスチック問題に対

応するなど，ごみの減量化・資源化の推進に向けた容器包装廃棄物の適正処理の確保は，

より一層重要な課題となっている。 

  この計画は，以上の状況に鑑み，「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律」（いわゆる容器包装リサイクル法。以下「法」という。）第８条に基づき，

一般廃棄物の多くを占める容器包装廃棄物を分別収集することにより，３Ｒ（リデュー

ス（ごみの発生抑制）・リユース（再使用）・リサイクル（再生利用））を推進し，資源

の有効利用と最終処分量の削減を目的として，市民，事業者，行政がそれぞれの役割を

明確にし，具体的な推進方策を明らかにするとともに，関係者が一体となって取り組む

べき方針を示したものである。 

  この計画の推進により，容器包装廃棄物のさらなる減量化・資源化を推進するととも

に，最終処分場を始めとするごみ処理施設の延命化や，ごみ処理に係る環境負荷の軽減

を図り，資源循環型社会の形成の実現を目指すものである。 

 

 

２ 基本的な方向 

この計画を実施するに当たり，基本的な方向を以下に示す。 

 

  ① 容器包装廃棄物の発生抑制の推進 

  ② 容器包装廃棄物の分別収集による資源化（再使用，再生利用，熱回収）の推進 

  ③ 容器包装廃棄物の適正処理の推進 

  ④ 市民，事業者，行政の適正な役割分担に基づく容器包装廃棄物の発生抑制及び資

源化の推進 

  ⑤ 処理体制の広域連携 
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３ 計画期間 

本計画は，計画の期間を令和５年４月から令和１０年３月までの５年間とし，３年ご

とに改定する。 

 

 

４ 対象品目 

  この計画は，容器包装廃棄物のうち，以下のものを対象品目とする。 

 

  ・ スチール製の容器（スチール缶） 

  ・ アルミニウム製の容器（アルミ缶） 

  ・ ガラス製の容器で無色のもの（無色ガラスびん） 

  ・ ガラス製の容器で茶色のもの（茶色ガラスびん） 

  ・ ガラス製の容器でその他のもの（その他ガラスびん） 

  ・ 紙製の容器であって飲料等を充てんするためのもの（原材料として一部にアルミ

ニウムが利用されているものを除く。紙パック） 

  ・ 段ボール製の容器（段ボール） 

  ・ ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製の容器であって飲料，しょうゆ等を充

てんするためのもの（ペットボトル） 

  ・ プラスチック製の容器包装（上記「ペットボトル」以外のもの。白色の発泡スチ

ロール製食品トレイ（白色トレイ）を含む。） 

 

  なお，紙製の容器包装については，雑誌・その他の紙と併せて分別収集を行い，再商

品化をしているため，この計画の対象品目としていない。 

 

 

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号） 

  本市から排出される容器包装廃棄物の排出量は，市が収集運搬，又は直接搬入する量

に加え，自治会等が行う集団回収による量も含み見込んだものである。 

 

（単位：ｔ／年） 

 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

容器包装廃棄物 39,980 39,898 39,833 39,795 39,779 
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６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項（法第８条第２項第２号）  

  容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図るため，以下の方策を実施する。なお，実施

に当たっては，市民，事業者，行政がそれぞれの立場から役割を分担し，相互に協力・

連携を図りながら推進する。 

 ⑴ プラスチックごみの発生抑制の推進（プラスチックとの上手なつき合い方の推進） 

   プラごみゼロ宣言（※）や，宇都宮市一般廃棄物処理基本計画（プラスチック・ス

マートプロジェクト）に基づき，マイバッグ・マイボトル，詰替商品の利用促進，過

剰包装の抑制などにより，代替可能な使い捨てプラスチック製容器包装の使用削減に

取組み，容器包装廃棄物の発生を抑制する。 

※ プラごみゼロ宣言 個人・企業・行政などが主体となって，それぞれの立場で取

組を行い，プラスチックと上手に付き合うことを栃木県内全市町で共同宣言したも

の（令和元年） 

 

 ⑵ 環境教育，啓発活動の充実 

   ３Ｒの重要性について理解を深め，環境配慮行動を実践できる人づくりを行うため， 

様々な世代を対象とした環境教育の充実を図る。さらに，市民の分別協力度や分別精 

度の向上を図るため，様々な機会や場，媒体を活用して，ターゲットを捉えた発生抑 

制・資源化の取組の効果的な周知啓発に取り組んでいく。 

 

  ア 環境教育 

    ・ 学校給食における牛乳パックの回収・リサイクルの取り組み 

    ・ 小学校４年生用の社会科補助教材の作成とそれを利用した教育 

    ・ ３Ｒの理解促進に向けた環境出前講座の開催 

    ・ ごみ処理施設，リサイクル施設等の見学会の開催 

  イ 啓発活動 

    ・ 広報紙やホームページ，デジタルサイネージ（バス停等）など，様々な 

媒体を活用した周知啓発 

・ 各種イベントでの啓発活動 

    ・ 「資源とごみの分け方・出し方」パンフレットの作成配布 

    ・ 自治会等における分別講習会を通じた意識啓発 

 

 ⑶ エコショップ等認定店制度の推進 

   商品の簡易包装化，通い箱による納入等，商品販売の段階でのごみの発生抑制など

に積極的に取り組む小売店舗，飲食店舗を「宇都宮市エコショップ」「宇都宮市エコ

レストラン」として認定し，取組内容を市民に広報することにより，市民，事業者の

ごみの減量化・資源化に関する意識の醸成及び行動の定着を図る。 
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７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係

る分別の区分（法第８条第２項第３号） 

  市民の協力度，ごみ処理施設等の整備状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し，分

別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のとおり定める。 

  また，市民の協力度，本市の収集体制，中間処理施設における選別処理ライン等を勘

案し，収集に係る分別の区分は，下表右欄のとおりとする。 

 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

・主としてスチール製の容器 

・資源物（びん・缶類） 

・主としてアルミ製の容器 

・主として     ・無色のガラス製容器 

 ガラス製の    ・茶色のガラス製容器 

 容器       ・その他のガラス製容器 

・主として紙製の容器であって飲料を充てんする

ためのもの（原材料として一部にアルミニウム

が利用されているものを除く。） 

・資源物（紙パック） 

・主として段ボール製の容器 ・資源物（段ボール） 

・主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥ

Ｔ）製の容器であって飲料，しょうゆ等を充て

んするためのもの 

・資源物（ペットボトル） 

・主としてプラスチック製の容器包装であって上

記以外のもの 

・資源物（白色トレイ） 

・資源物（ペットボトル，白色トレ

イ以外のプラスチック製容器包

装） 
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８ 各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの量及び第２条第６項に規定する主

務省令で定める物の量の見込み（法第８条第２項第４号） 

0ｔ 276.11ｔ 0ｔ 250.99ｔ 0ｔ 228.08ｔ 0ｔ 207.20ｔ 0ｔ 188.20ｔ

0ｔ 364.58ｔ 0ｔ 335.59ｔ 0ｔ 308.81ｔ 0ｔ 284.08ｔ 0ｔ 261.28ｔ

122.26ｔ 0ｔ 117.12ｔ 0ｔ 112.17ｔ 0ｔ 107.39ｔ 0ｔ 102.80ｔ 0ｔ

1,400.01ｔ 0ｔ 1,460.06ｔ 0ｔ 1,522.23ｔ 0ｔ 1,586.57ｔ 0ｔ 1,653.29ｔ 0ｔ

2,492.06ｔ 0ｔ 2,457.09ｔ 0ｔ 2,421.89ｔ 0ｔ 2,386.48ｔ 0ｔ 2,351.12ｔ 0ｔ

3.52ｔ 0ｔ 3.32ｔ 0ｔ 3.13ｔ 0ｔ 2.95ｔ 0ｔ 2.78ｔ 0ｔ

3.52ｔ 3.32ｔ 3.13ｔ 2.95ｔ 2.78ｔ

（合計）
（うち白色
トレイ）

（合計） （合計）

主としてスチール製の
容器

主としてアルミ製の容
器

無色のガラス製容器

茶色のガラス製容器

その他のガラス製容器

主として紙製の容器で
あって飲料を充てんす
るためのもの（原材料と
して一部にアルミニウ
ムが利用されているも
のを除く。）

主として段ボール製の
容器

引渡量 独自処理量 引渡量 独自処理量

主としてポリエチレンテ
レフタレート（ＰＥＴ）製の
容器であって飲料，又
はしょうゆその他の主
務大臣が定める商品を
充てんするためのもの

主としてプラスチック製
の容器包装であって上
記以外のもの

（合計）

2,351.12ｔ

独自処理量

（合計）

（合計）

2,386.48ｔ

引渡量 独自処理量

（合計）

（合計）

1,586.57ｔ

（合計）（合計）

117.12ｔ

引渡量 独自処理量

令和７年度

481.13ｔ

709.24ｔ

（合計）

228.08ｔ

引渡量

引渡量 独自処理量

令和６年度

511.11ｔ

697.56ｔ

（合計）

94.63ｔ

（合計）

86.56ｔ

4,885.45ｔ

1,653.29ｔ

引渡量 独自処理量

261.28ｔ

引渡量 独自処理量

（合計）

102.80ｔ

引渡量

引渡量 独自処理量

令和９年度

426.01ｔ

732.61ｔ

（合計）

188.20ｔ

引渡量 独自処理量

（合計）（合計）

（合計）

284.08ｔ

引渡量 独自処理量

独自処理量

107.39ｔ

独自処理量

（合計）

引渡量 独自処理量

89.19ｔ

4,598.12ｔ

独自処理量

2,421.89ｔ

引渡量 独自処理量

令和８年度

452.78ｔ

720.90ｔ

（合計）

207.20ｔ

引渡量

独自処理量

（合計）

112.17ｔ

引渡量 独自処理量

引渡量 独自処理量

（合計）

1,522.23ｔ

引渡量

引渡量 独自処理量

364.58ｔ

1,400.01ｔ

引渡量

91.88ｔ

4,326.82ｔ

335.59ｔ

引渡量

308.81ｔ

独自処理量

4,070.30ｔ

（合計）

1,460.06ｔ

引渡量 独自処理量

引渡量 独自処理量

（合計）

令和５年度

（合計）

独自処理量

（合計）

276.11ｔ

引渡量引渡量 独自処理量

（合計）

引渡量

97.43ｔ

2,457.09ｔ

独自処理量

250.99ｔ

引渡量 独自処理量

3,827.84ｔ

引渡量

（合計）

独自処理量

2,492.06ｔ

（合計）

引渡量 独自処理量

（合計）

542.79ｔ

685.86ｔ

引渡量 独自処理量

122.26ｔ
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９ 各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの量及び第２条第６項に規定する主

務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

 

① 各品目について，平成２９～令和３年度の対前年比増減率の平均を算出する。…Ａ  

② Ａ及び下記の人口増減率を，直近年度（令和３年度）の実績に乗じ，令和４年度

の見込みを算出する。 

③ 同様に，Ａ及び下記の人口増減率を乗じる形で，令和５年度から令和９年度まで

の見込みを算定する。 

 

  なお，人口変動率は，平成３０年３月策定の「第６次宇都宮市総合計画」における

「人口の見通し」により，次のとおり設定した。 

 

令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

518,051人 516,987人 515,752人 514,343人 512,818 511,182人 

(対前年度比) 

99.83% 

(対前年度比) 

99.79% 

(対前年度比) 

99.76% 

(対前年度比) 

99.73% 

(対前年度比) 

99.70% 

(対前年度比) 

99.68% 
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10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

分別収集は，現行の収集体制を活用して行う。 

 

容器包装廃棄物の種類 
収集に係る 

分別の区分 
収集運搬段階 

選別保管等 

段階 

主としてスチール製の容器 

資源物（びん・缶

類） 

委託業者 

（定期収集） 
委託業者 

主としてアルミ製の容器 

主としてガラス製の容器（無色） 

主としてガラス製の容器（茶色） 

主としてガラス製の容器（その

他） 

主として紙製の容器であって飲料

を充てんするためのもの（原材料

として一部にアルミニウムが利用

されているものを除く。） 

資 源 物 （ 紙 パ ッ

ク） 

主として段ボール製の容器 
資 源 物 （ 段 ボ ー

ル） 

主としてポリエチレンテレフタレ

ート（ＰＥＴ）製の容器であって

飲料，しょうゆ等を充てんするた

めのもの 

資源物（ペットボ

トル） 

主としてプラスチック製の容器包

装であって上記以外のもの 

資源物（白色トレ

イ） 

資源物（ペットボ

トル，白色トレイ

以外のプラスチッ

ク製容器包装） 
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11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

  分別収集の用に供する施設については，現行の処理施設を活用して行う。 

 

容器包装廃棄物の種類 
収集に係る 

分別の区分 
収集運搬段階 収集車 中間処理 

主としてスチール製の容器 資 源 物 （ び

ん・缶類） 

透明・半透明

袋 

パッカー車 リサイクルプ

ラザ（選別・

圧縮・保管） 

主としてアルミ製の容器 

主としてガラス製の容器

（無色） 

主としてガラス製の容器

（茶色） 

主としてガラス製の容器

（その他） 

主として紙製の容器であっ

て飲料を充てんするための

もの（原材料として一部に

アルミニウムが利用されて

いるものを除く。） 

資源物（紙パ

ック） 

紐かけ又は透

明・半透明袋 

平ボディ車 委託業者工場

（ 選 別 ・ 圧

縮・保管） 

主として段ボール製の容器 資源物（段ボ

ール） 

紐かけ 

主としてポリエチレンテレ

フタレート（ＰＥＴ）製の

容器であって飲料，しょう

ゆ等を充てんするためのも

の 

資源物（ペッ

トボトル） 

透明・半透明

袋 

パッカー車 リサイクルプ

ラザ（選別・

圧縮・保管） 

主としてプラスチック製の

容器包装であって上記以外

のもの 

資源物（白色

トレイ） 

プラスチック

製容器包装資

源化施設（選

別・圧縮・保

管） 

資源物（ペッ

トボトル，白

色トレイ以外

のプラスチッ

ク 製 容 器 包

装） 

 


